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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】小型化され、耐湿性に優れ、生産性に優れたシ
ンチレータパネル、該シンチレータパネルを用いたフラ
ットパネルディテクタと、それら製造方法を提供する。
【解決手段】支持体１２１上に、柱状結晶からなる蛍光
体層１２２及び蛍光体保護層１２３を順次形成したシン
チレータパネルにおいて、支持体１２１上の蛍光体層１
２２が形成された面とは反対側からレーザ裁断すること
で、レーザ裁断された柱状結晶側面において、レーザ断
裁により生じた変質領域１２２ａが柱状結晶側面全領域
の０％以上、４０％以下になるシンチレータパネルが製
造でき、蛍光体層側面の粗さを維持し、その後形成する
蛍光体保護層１２３が密着することで耐湿性が向上する
。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体上に、柱状結晶からなる蛍光体層及び蛍光体保護層を順次形成したシンチレータ
パネルにおいて、蛍光体層端部の柱状結晶側面の断裁処理により生じた変質領域が柱状結
晶側面全領域の０％以上、４０％以下であることを特徴とするシンチレータパネル。
【請求項２】
　前記蛍光体層を形成していない支持体領域が支持体の端部から０．５ｍｍ以下であるこ
とを特徴とする請求項１に記載のシンチレータパネル。
【請求項３】
　前記蛍光体保護層が樹脂であり、前記蛍光体層に接着していることを特徴とする請求項
１または２に記載のシンチレータパネル。
【請求項４】
　前記樹脂がポリパラキシリレンまたはホットメルト樹脂の少なくとも１種を含有するこ
とを特徴とする請求項３に記載のシンチレータパネル。
【請求項５】
　前記支持体が樹脂であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のシンチ
レータパネル。
【請求項６】
　前記支持体が無機物であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のシン
チレータパネル。
【請求項７】
　支持体上に、柱状結晶からなる蛍光体層及び蛍光体保護層を順次形成したシシンチレー
タパネルの製造方法であって、前記蛍光体層を前記支持体上に形成した後、前記支持体に
対し蛍光体層非形成面からレーザを用いて断裁することを特徴とするシンチレータパネル
の製造方法。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれか１項に記載のシンチレータパネルと、２次元状に配置した複数
の画素を有する平面受光素子が光学的にカップリングしていることを特徴とするフラット
パネルディテクタ。
【請求項９】
　前記平面受光素子に対向する蛍光体層の面が平坦化処理されていることを特徴とする請
求項８に記載のフラットパネルディテクタ。
【請求項１０】
　前記支持体が前記平面受光素子を有する基板であることを特徴とする請求項８または９
に記載のフラットパネルディテクタ。
【請求項１１】
　前記蛍光体層を平面受光素子基板に形成した後、前記平面受光素子基板の蛍光体層非形
成面からレーザ光を用いて断裁することを特徴とする請求項８～１０のいずれか１項に記
載のフラットパネルディテクタの製造方法。
【請求項１２】
　前記平面受光素子がガラス基板上に形成された薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）からなる平
板平面受光素子であることを特徴とする請求項８～１０のいずれか１項に記載のフラット
パネルディテクタ。
【請求項１３】
　前記平面受光素子がＣＣＤまたはＣＭＯＳであることを特徴とする請求項８～１０のい
ずれか１項に記載のフラットパネルディテクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、小型化され、耐湿性に優れ、生産性に優れたシンチレータパネル、その製造
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方法、該シンチレータパネルを用いたフラットパネルディテクタ及びその製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルの放射線画像が直接得られるデジタル放射線画像技術として開発されてきてい
るフラットパネル型放射線ディテクタ（ＦＰＤ）には、Ｇｄ２Ｏ２ＳやＣｓＩ等の蛍光体
によって放射線を可視光に変換後フォトダイオードにより電荷へ変換するシンチレータ方
式と、Ｓｅを代表とするＸ線検出素子によりＸ線を直接電荷へ変換する方式がある。本発
明は、前者のシンチレータ方式のフラットパネルディテクタに関するものである。シンチ
レータ方式のフラットパネルディテクタとしては、例えば、特開２００５－１１４４５６
号公報では、シンチレータパネルと、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）及び電荷結合素子（Ｃ
ＣＤ）による光電変換素子との組み合わせであるＦＰＤを開示している。
【０００３】
　また、ＣＣＤやＣＭＯＳ等を用いたフラットパネルディテクタとしては、工業用の非破
壊検査や口腔内に挿入して静止画像を収集する歯科用等が近年商品化されている。特に歯
科診断用途においてはその発展は著しく、口腔内用の小さなデバイスから、パノラマ撮影
、セファロ撮影まで幅広くフィルムに置き換わってきている（例えば、特開２００４－１
０５５１８号参照）。このようなサイズ、形状の多様化により、シンチレータパネルも有
効画像領域の拡大や形状のフレキシビリティが求められている。
【０００４】
　放射線を可視光に変換する蛍光体は、低線量の撮影においてのＳＮ比を向上するために
、発光効率の高い蛍光体を使用することが必要になってくる。一般にシンチレータパネル
の発光効率は、蛍光体層の厚さ、蛍光体のＸ線吸収係数によって決まるが、蛍光体層の厚
さは厚くすればするほど、蛍光体層内での発光光の散乱が発生し、鮮鋭性は低下する。そ
のため、画質に必要な鮮鋭性を決めると、膜厚が決定する。
【０００５】
　中でもヨウ化セシウム（ＣｓＩ）はＸ線から可視光に対する変換率が比較的高く、蒸着
によって容易に蛍光体を柱状結晶構造に形成できるため、光ガイド効果により結晶内での
発光光の散乱が抑えられ、蛍光体層の厚さを厚くすることが可能であった。しかしながら
ＣｓＩのみでは発光効率が低いために、例えば特公昭５４－３５０６０号公報の如く、Ｃ
ｓＩとヨウ化ナトリウム（ＮａＩ）を任意のモル比で混合したものを、蒸着を用いて支持
体上にナトリウム賦活ヨウ化セシウム（ＣｓＩ：Ｎａ）として堆積、また近年ではＣｓＩ
とヨウ化タリウム（ＴｌＩ）を任意のモル比で混合したしたものを、蒸着を用いて支持体
上にタリウム賦活ヨウ化セシウム（ＣｓＩ：Ｔｌ）として堆積したものに、後工程として
アニールを行うことで可視変換効率を向上させ、Ｘ線蛍光体として使用している。
【０００６】
　このＣｓＩを母材とした蛍光体には潮解性があり、経時で特性が劣化するという欠点が
ある。このような劣化を防止するために、ＣｓＩを使用した蛍光体層の表面に防湿性保護
層を形成することが提案されている。例えば、ポリパラキシリレン樹脂により蛍光体層の
上部、側面及び支持体外周部を覆う方法（例えば、特許文献１参照）、水分透過率１．２
ｇ／ｍ２・日未満の透明樹脂フィルムでシンチレータパネルの少なくとも支持体に対向す
る側の反対側と、側面とを覆う方法が知られている（例えば、特許文献２参照）。これら
の保護層により高い防湿性が得られる。
【０００７】
　このような防湿性保護層の耐久性はそのままシンチレータ層の耐久性に繋がるため、支
持体全面をシンチレータごとポリパラキシリレンで覆う技術（例えば、特許文献３参照）
や、支持体に凹凸を付与しポリパラキシリレンの剥離防止をはかる技術（例えば、特許文
献４参照）、透明樹脂フィルムの場合は蛍光体端部がフィルム内部を傷付けないよう蛍光
体端部を溶融させる技術（例えば、特許文献５参照）等が知られている。しかしながら、
全面を覆ったり、支持体に凹凸を付与したりすると、コスト、生産プロセス工程の煩雑化
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等で負荷がかかり、満足のいくものではなかった。
【０００８】
　また、支持体と蛍光体層からなる放射線画像変換プレートの製造方法として、レーザ光
を蛍光体層（支持体の反対側）に照射する放射線画像変換プレートの断裁方法が知られて
いる。これはシンチレータパネルの製造方法ではないが、この方法をシンチレータパネル
に適用したところ、蛍光体層への保護層の膜付きが悪く耐湿性に問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００４－１０５５１８号公報
【特許文献２】特開２００５－３０８５８２号公報
【特許文献３】特開２００２－１１６２５８号公報
【特許文献４】特開２００５－３３８０６７号公報
【特許文献５】特開２００８－１３９２９１号公報
【特許文献６】特開２００８－２１３０４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、その目的は、小型化され、耐湿性に優
れ、生産性に優れたシンチレータパネル、その製造方法、該シンチレータパネルを用いた
フラットパネルディテクタ及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の上記課題は、以下の構成により達成される。
【００１２】
　１．支持体上に、柱状結晶からなる蛍光体層及び蛍光体保護層を順次形成したシンチレ
ータパネルにおいて、蛍光体層端部の柱状結晶側面の断裁処理により生じた変質領域が柱
状結晶側面全領域の０％以上、４０％以下であることを特徴とするシンチレータパネル。
【００１３】
　２．前記蛍光体層を形成していない支持体領域が支持体の端部から０．５ｍｍ以下であ
ることを特徴とする前記１に記載のシンチレータパネル。
【００１４】
　３．前記蛍光体保護層が樹脂であり、前記蛍光体層に接着していることを特徴とする前
記１または２に記載のシンチレータパネル。
【００１５】
　４．前記樹脂がポリパラキシリレンまたはホットメルト樹脂の少なくとも１種を含有す
ることを特徴とする前記３に記載のシンチレータパネル。
【００１６】
　５．前記支持体が樹脂であることを特徴とする前記１～４のいずれか１項に記載のシン
チレータパネル。
【００１７】
　６．前記支持体が無機物であることを特徴とする前記１～４のいずれか１項に記載のシ
ンチレータパネル。
【００１８】
　７．支持体上に、柱状結晶からなる蛍光体層及び蛍光体保護層を順次形成したシンチレ
ータパネルの製造方法であって、前記蛍光体層を前記支持体上に形成した後、前記支持体
に対し蛍光体層非形成面からレーザを用いて断裁することを特徴とするシンチレータパネ
ルの製造方法。
【００１９】
　８．前記１～６のいずれか１項に記載のシンチレータパネルと、２次元状に配置した複
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数の画素を有する平面受光素子が光学的にカップリングしていることを特徴とするフラッ
トパネルディテクタ。
【００２０】
　９．前記平面受光素子に対向する蛍光体層の面が平坦化処理されていることを特徴とす
る前記８に記載のフラットパネルディテクタ。
【００２１】
　１０．前記支持体が前記平面受光素子を有する基板であることを特徴とする前記８また
は９に記載のフラットパネルディテクタ。
【００２２】
　１１．前記蛍光体層を平面受光素子基板に形成した後、前記平面受光素子基板の蛍光体
層非形成面からレーザ光を用いて断裁することを特徴とする前記８～１０のいずれか１項
に記載のフラットパネルディテクタの製造方法。
【００２３】
　１２．前記平面受光素子がガラス基板上に形成された薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）から
なる平板平面受光素子であることを特徴とする前記８～１０のいずれか１項に記載のフラ
ットパネルディテクタ。
【００２４】
　１３．前記平面受光素子がＣＣＤまたはＣＭＯＳであることを特徴とする前記８～１０
のいずれか１項に記載のフラットパネルディテクタ。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明により、小型化され、耐湿性に優れ、生産性に優れたシンチレータパネル、その
製造方法、該シンチレータパネルを用いたフラットパネルディテクタ及びその製造方法を
提供することができた。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】（ａ）フラットパネルディテクタの概略構成を示す斜視図である。（ｂ）本発明
のシンチレータパネルの断面図である。
【図２】（ａ）断裁工程で用いられる断裁装置の他の例の概略斜視図である。（ｂ）断裁
によって切り出される複数のシンチレータパネルを表す平面図である。
【図３】蛍光体層の形成に用いられる装置の例の模式断面図である。
【図４】保護層の形成に用いられる、装置の例の模式断面図である。
【図５】本発明のシンチレータパネルをレーザ光で断裁する一例を示す概略図ある。
【図６】レーザ断裁処理により生じた蛍光体層端部の柱状結晶側面の変質領域を示す概略
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明と構成要素等について詳細な説明をする。
【００２８】
　本発明においては、シンチレータパネルの蛍光体層端部の柱状結晶側面の、断裁処理に
より生じた変質領域を柱状結晶側面全領域の０％以上、４０％以下とし、断裁処理による
溶融や改質といった領域の面積を抑え、蛍光体層を形成した時の柱状結晶構造をできるだ
け残すことを特徴とする。
【００２９】
　断裁処理により生じた変質領域が柱状結晶側面全領域の０％以上、４０％以下の範囲に
することで、蛍光体層を形成した時の蛍光体層側面の粗さが維持され、保護層の膜付きが
改良されることを見出した。この変質領域については０％以上、３０％以下がさらに好ま
しく、レーザによる断裁処理では、支持体のみのレーザ断裁処理のみではなく蛍光体層に
も断裁起点があった方が断裁上好ましいことから、変質領域は１％以上、３０％以下がさ
らに好ましい。
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【００３０】
　本発明のシンチレータパネルは支持体上に蛍光体層を形成した後に、所定のサイズに断
裁される。断裁処理により支持体の端部表面に該蛍光体層が形成されていない領域、即ち
蛍光体層の欠損部が支持体の端部から０．５ｍｍ以下とすることで、画像品質を向上させ
ることができる。支持体表面に蛍光体層が形成されていない領域については、該支持体の
端部より０．２ｍｍ以内であることが好ましく、０．１ｍｍ以内であることがさらに好ま
しい。これにより断裁した後に支持体上に蛍光体層を形成する場合に比較し、画像有効領
域を広くすることができる。
【００３１】
　蛍光体層を形成する支持体が光電変換素子を有する基板と同一の場合は、配線等を形成
するために蛍光体層を全ての支持体端部には形成しないことも考え得る。その場合は光電
変換としての出力された光を電気エネルギーに変換する機能、及び得られた電気エネルギ
ーに基づく信号を出力する機能に必要な構成を有しない部分において、上記の蛍光体形成
領域を満たすものとする。
【００３２】
　図６は、レーザ断裁処理により生じた蛍光体層端部の柱状結晶側面の変質領域を示す概
略図である。蛍光体層１２２を支持体１２１上に形成した後、レーザ断裁処理する際に蛍
光体層端部の柱状結晶側面に変質領域１２２ａが発生する。この変質領域を０％以上、４
０％以下の範囲にするには、蛍光体層１２２を支持体１２１上に形成した後、支持体１２
１の蛍光体層１２２非形成面（裏面）からレーザを用いて断裁する。裏面からレーザ強度
または照射時間を調整して支持体のみを断裁すれば、柱状結晶からなる蛍光体層はレーザ
が到達してなくても柱状結晶壁面に沿って分割されるので、断裁が完了し変質領域は０％
になる。レーザ強度または照射時間が長く、レーザが蛍光体層の中に深く到達するほど、
変質領域は大きくなる。蛍光体層側（表面）からレーザ照射すると変質領域はほとんど１
００％になる。図６では断裁後、支持体の一部を除き保護層１２３が形成されている。
【００３３】
　レーザ処理変質領域は、蛍光体層のレーザ共焦点顕微鏡による側面観察を実施し、画像
処理ソフトによって、蛍光体側面の面積に対するレーザ処理による変質領域面積を求める
ことができる。
【００３４】
　本発明において使用されるレーザ処理とは、シンチレータパネルの断裁に用いることの
できるレーザ処理であれば特に制限はなく、例えば、Ｎｄ：ＹＡＧ、半導体、Ｎｄ：ガラ
ス、Ｎｄ：ＹＬＦ、Ｎｄ：ＢＥＬ、Ｎｄ：ＹＶＯ４、ＬＮＰ、Ｔｉ：サファイヤ、アレキ
サンドライト、Ｃｏ－ＭｇＦ２、Ｃｒ－ＧＳＧＧ、エメラルド、プロフスカイト、Ｅｒ－
ＹＬＦ、Ｅｒ－ガラス等の赤外線レーザ、ルビー、Ｈｅ－Ｎｅ、ＣＯ２、Ａｒイオン、Ｈ
ｅ－Ｃｄ、Ｃｕ、Ａｕ、Ｓｒ、Ｋｒイオン、Ｎｅイオン、Ｘｅイオン、ＣＯ、ハロゲン化
水素、Ｏ２－Ｉ、Ｄｙｅ、Ｎｄ：ＹＡＧの第二次高調波及び第三次高調波等の可視光レー
ザ、ＡｒＦエキシマ、ＫｒＦエキシマ、ＸｅＦエキシマ、ＡｒＣｌエキシマ、ＫｒＣｌエ
キシマ、ＸｅＣｌエキシマ、Ｎ２、Ａｕ、Ｎｄ：ＹＡＧの第四次高調波等の紫外線レーザ
等を用いることができるが、中でも紫外線レーザが好ましい。
【００３５】
　本発明で使用される紫外線レーザは、例えば波長２６６ｎｍ程度の紫外レーザが望まし
い。波長２６６ｎｍ程度のレーザでは、熱作用により加工対象物を加工すると同時に有機
材料でＣ－Ｈ結合やＣ－Ｃ結合等の分子結合を解離させることが可能である。すなわち蛍
光体層は熱作用により断裁され、支持体は分子結合が解離するため断裁されることとなる
。このため、蛍光体層は熱作用で、支持体は分子結合の解離により切断されるため、切断
部の結晶割れをより防止することができる。
【００３６】
　図５は、本発明のシンチレータパネルをレーザ光で断裁する一例を示す概略図である。
レーザ光源６１、例えば波長変換ユニットを含むＮｄ：ＹＡＧレーザ発振器から、Ｎｄ：
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ＹＡＧレーザの４倍高調波（波長２６６ｎｍ）が、パルスエネルギ０．１ｍＪ／パルス、
パルス幅５０ｎｓで出射する。なお、加工材料の種類に応じて、ＹＡＧ、ＹＬＦ、ＹＶＯ

４等の固体レーザの基本波及びその高調波、または、ＣＯ２レーザ等のレーザ光を用いる
ことができる。レーザビームは、ビーム径を拡大し、平行光として出射するエキスパンダ
６２を経て、反射ミラー６５で反射され、ガルバノスキャナ６６に入射する。ガルバノス
キャナ６６は、２枚の揺動可能な反射鏡を含んで構成され、レーザビームを２次元方向に
高速で走査する。ガルバノスキャナ６６を出射したレーザビームは、ｆθレンズ６７を経
て、ＸＹステージ６９上に載置された加工対象物である蛍光体プレート６８に入射して断
裁することができる。なお、６３はマスクで、６４は制御部を示す。
【００３７】
　また、支持体によっては、レーザダイシングを選択することも可能である。
【００３８】
　レーザダイシングとは、レーザ光の焦点を加工対象物の内側に合わせ、多光子吸収と呼
ばれるレーザ光の強度を非常に高くした場合に発生する光学的損傷現象を利用する断裁方
法であり、ガラス等基板内部に改質層を形成し、そこを起点として分割する。レーザダイ
シングは近年シリコンウェハの断裁に利用されている。
【００３９】
　本発明の保護層は蛍光体層と接着性を有するものであれば、公知のいかなるものも使用
できるが、ＣＶＤ法（気相化学成長法）により蛍光体の柱状結晶の隙間及び表面にポリパ
ラキシリレン膜を成膜するのが好ましい。本発明におけるポリパラキシリレン膜の機能は
潮解性を有する蛍光体層の防湿とシンチレータパネルと受光素子の接触による腐食防止で
あり、形成膜厚は２μｍ以上、２０μｍ以下が好ましい、２０μｍ以下とすることでディ
テクタの鮮鋭性が向上する。このような薄膜の保護層の場合、平面受光素子に設置する際
やその他生産プロセス上の取り扱いにより、周辺部の剥離の懸念があった。しかしながら
本発明を用いれば剥離の懸念を格段に少なくできることが判明している。
【００４０】
　また保護層としてホットメルト樹脂も使用できる。ホットメルト樹脂はシンチレータパ
ネルと平面受光素子面との接着も兼ねることができる。ホットメルト樹脂はポリオレフィ
ン系、ポリエステル系またはポリアミド系樹脂を主成分ものが好適であるがこれに限定さ
れない。
【００４１】
　本発明における支持体として、樹脂が好適に用いられる。樹脂を支持体として用いる場
合、蒸着の高温に対する耐久性が必要であり、耐熱性が高く表面性がよいポリイミドフィ
ルムやポリエチレンナフタレートが好ましいが、これには限定されない。Ｘ線吸収の少な
い厚さ５０～２５０μｍの可とう性フィルムを用いることが好ましいが、本発明を用いれ
ば蛍光体層、保護層を形成した後、受光素子との貼り合せにおいてシンチレータパネルを
湾曲させるプロセスを採用しても、また、有機ＴＦＴ等の可とう性受光素子を採用しても
保護層の剥離が改良される。
【００４２】
　また、本発明を用いれば、従来、保護層の剥離防止として凹凸の付与等の端部処理をす
ることが好ましいと考えられていたアモルファスカーボン、ＦＯＰ、Ａｌといった有機物
である保護層と親和性の低い支持体も、端部処理を必要としない。
【００４３】
　さらには、本発明を用いれば、受光素子となる半導体基板上に直接蛍光体層及び保護層
を形成した場合においても、受光素子基板と保護層の剥離を改良することが可能である。
【００４４】
　本発明のもう一つの利点として、蛍光体層の平坦化処理との併用がある。本発明に好適
に用いられる蒸着によって形成された蛍光体層には、蒸着異物や蒸着突起といった課題が
発生する。これに対し、圧力や熱を伴う圧力、切削、研磨等により平坦化する技術が知ら
れており、さらには蛍光体層の平坦化処理は受光素子との密着性を向上させ鮮鋭性を向上
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させることができる（例えば、特許第３３９８４０６号明細書参照）。しかし、一方で平
坦化処理により保護層との密着性は低下する傾向にあったが、本発明の併用により、平坦
化処理を採用することが可能となった。
【００４５】
　以下、本発明と構成要素等について詳細な説明をする。
【００４６】
　（シンチレータパネルの構成）
　本発明のシンチレータパネルは、支持体上に柱状結晶からなる蛍光体層及び蛍光体保護
層を有し、支持体と蛍光体層の間に下引層を有する態様がより好ましい。また支持体上に
反射層を設け、反射層、下引層、及び蛍光体層の構成であってもよい。以下、各構成層及
び構成要素等について説明する。
【００４７】
　（蛍光体層）
　本発明に係る蛍光体層は、蛍光体柱状結晶からなる蛍光体層であることを特徴とする。
また蒸着後に所定サイズに断裁されており、支持体のほぼ全面が蛍光体層形成領域となっ
ている。
【００４８】
　蛍光体層を形成する材料としては、種々の公知の蛍光体材料を使用することができるが
、Ｘ線から可視光に対する変更率が比較的高く、蒸着によって容易に蛍光体を柱状結晶構
造に形成できるため、光ガイド効果により結晶内での発光光の散乱が抑えられ、蛍光体層
の厚さを厚くすることが可能であることから、ヨウ化セシウム（ＣｓＩ）が好ましい。
【００４９】
　ただし、ＣｓＩのみでは発光効率が低いために、各種の賦活剤が添加される。例えば、
特公昭５４－３５０６０号公報の如く、ＣｓＩとヨウ化ナトリウム（ＮａＩ）を任意のモ
ル比で混合したものが挙げられる。また、例えば特開２００１－５９８９９号公報に開示
されているようなＣｓＩを蒸着で、タリウム（Ｔｌ）、ユウロピウム（Ｅｕ）、インジウ
ム（Ｉｎ）、リチウム（Ｌｉ）、カリウム（Ｋ）、ルビジウム（Ｒｂ）、ナトリウム（Ｎ
ａ）等の賦活物質を含有するＣｓＩが好ましい。本発明においては、特に、ナトリウム（
Ｎａ）、タリウム（Ｔｌ）、ユウロピウム（Ｅｕ）が好ましい。更に、タリウム（Ｔｌ）
が好ましい。
【００５０】
　なお、本発明においては、特に、１種類以上のタリウム化合物を含む添加剤とヨウ化セ
シウムとを原材料とすることが好ましい。すなわち、タリウム賦活ヨウ化セシウム（Ｃｓ
Ｉ：Ｔｌ）は４００ｎｍから７５０ｎｍまでの広い発光波長をもつことから好ましい。
【００５１】
　本発明に係る１種類以上のタリウム化合物を含有する添加剤のタリウム化合物としては
、種々のタリウム化合物（＋Ｉと＋IIIの酸化数の化合物）を使用することができる。
【００５２】
　本発明において、好ましいタリウム化合物は、ヨウ化タリウム（ＴｌＩ）、臭化タリウ
ム（ＴｌＢｒ）、塩化タリウム（ＴｌＣｌ）、またはフッ化タリウム（ＴｌＦ、ＴｌＦ３

）等である。
【００５３】
　また、本発明に係るタリウム化合物の融点は、４００～７００℃の範囲内にあることが
好ましい。７００℃以内を超えると、柱状結晶内での添加剤が不均一に存在してしまい、
発光効率が低下する。なお、本発明での融点とは、常温常圧下における融点である。
【００５４】
　本発明に係る蛍光体層において、当該添加剤の含有量は目的性能等に応じて、最適量に
することが望ましいが、ヨウ化セシウムの含有量に対して、０．００１～５０ｍｏｌ％、
更に０．１～１０．０ｍｏｌ％であることが好ましい。
【００５５】
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　ここで、ヨウ化セシウムに対し、添加剤が０．００１ｍｏｌ％以上であると、ヨウ化セ
シウム単独使用で得られる発光輝度の向上がみられ、目的とする発光輝度を得る点で好ま
しい。また、５０ｍｏｌ％以下であるとヨウ化セシウムの性質・機能を保持することがで
きて好ましい。
【００５６】
　なお、蛍光体層の厚さは、５０～６００μｍであることが好ましく、支持体として樹脂
フィルムを使用した場合は、断裁時のダメージの点から５０～５００μｍであることが好
ましい。また輝度と鮮鋭性の特性のバランスから医療用として１２０～４００μｍである
ことがより好ましい。
【００５７】
　なお、本発明においては、支持体上に蛍光体（シンチレータ）の原料の蒸着により蛍光
体層を形成した後に、所定サイズに断裁する。
【００５８】
　これにより、シンチレータパネルの画像有効領域が広くなる。このため、口腔内ディテ
クタ、ラインセンサのフラットパネルディテクタといった受光領域が小さいディテクタと
して好適となる。さらにはシリコンウェハ基板に蒸着後、レーザダイシングによって断裁
することも可能である。
【００５９】
　個々の支持体への蒸着は不要であり、蒸着装置で作製可能な最大サイズで蒸着を実施し
、必要に応じて、所望されるサイズに断裁すればよく、生産効率、出荷納期でのメリット
が大きい。
【００６０】
　（反射層）
　本発明においては、支持体上には反射層を設けることが好ましい、蛍光体層から発した
光を反射して、光の取り出し効率を高めるためのものである。当該反射層は、Ａｌ、Ａｇ
、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｍｇ、Ｒｈ、Ｐｔ及びＡｕからなる元素群の中から選ばれる
いずれかの元素を含む材料により形成されることが好ましい。特に、上記の元素を主成分
とする薄膜、例えば、Ａｇ膜、Ａｌ膜を用いることが好ましい。また、このような薄膜を
２層以上形成するようにしてもよい。なお、反射層の厚さは、０．００５～０．３μｍ、
より好ましくは０．０１～０．２μｍであることが、発光光取り出し効率の観点から好ま
しい。
【００６１】
　支持体が受光素子基板であった場合は、蛍光体層を受光素子基板上に設けてから反射層
を設けることが好ましい。この場合、蛍光体層と反射層が接触して、腐食発生することを
防止するために、蛍光体層と反射層の間に中間層を設けることが好ましい。
【００６２】
　中間層は光を有効に利用するための屈折率調整部材であってもよいし、保護層と兼用で
も構わない。
【００６３】
　さらには反射層としてＴｉＯ２（アナターゼ型、ルチル型）、ＭｇＯ、ＰｂＣＯ３・Ｐ
ｂ（ＯＨ）２、ＢａＳＯ４、Ａｌ２Ｏ３、Ｍ（ＩＩ）ＦＸ（ただし、Ｍ（ＩＩ）はＢａ、
Ｓｒ及びＣａの各原子から選ばれる少なくとも一種の原子であり、ＸはＣｌ原子またはＢ
ｒ原子である。）、ＣａＣＯ３、ＺｎＯ、Ｓｂ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、リトポン（
ＢａＳＯ４・ＺｎＳ）、珪酸マグネシウム、塩基性珪硫酸塩、塩基性燐酸鉛、珪酸アルミ
ニウム等からなる白色顔料を主成分として用いることも可能である。
【００６４】
　（下引層）
　本発明においては、支持体と蛍光体層の間、または反射層と蛍光体層の間に下引き層を
設けることが好ましい。当該下引層は、ＣＶＤ法（気相化学成長法）によりポリパラキシ
リレン膜を成膜する方法や高分子結合材（バインダー）による方法があるが、膜付の観点
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から高分子結合材（バインダー）による方法がより好ましい。また下引層の厚さは、０．
５～４μｍが好ましい。４μｍ以下とすることで、下引層内での光散乱が小さくなり鮮鋭
性が良化する。以下、下引層の構成要素について説明する。
【００６５】
　〈高分子結合材〉
　本発明に係る下引層は、溶剤に溶解または分散した高分子結合材（以下「バインダー」
ともいう。）を塗布、乾燥して形成することが好ましい。高分子結合材としては、具体的
には、ポリウレタン、塩化ビニル共重合体、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、塩化ビニ
ル－塩化ビニリデン共重合体、塩化ビニル－アクリロニトリル共重合体、ブタジエン－ア
クリロニトリル共重合体、ポリアミド樹脂、ポリビニルブチラール、ポリエステル、セル
ロース誘導体（ニトロセルロース等）、スチレン－ブタジエン共重合体、各種の合成ゴム
系樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、フェノキシ樹脂、シ
リコン樹脂、アクリル系樹脂、尿素ホルムアミド樹脂等が挙げられる。なかでもアクリル
系樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、塩化ビニル系共重合体、ポリビニルブチラール、
ニトロセルロースを使用することが好ましい。
【００６６】
　本発明に係る高分子結合材としては、特に蛍光体層との密着の点でポリウレタン、ポリ
エステル、塩化ビニル系共重合体、ポリビニルブチラール、ニトロセルロース等が好まし
い。また、ガラス転移温度（Ｔｇ）が３０～１００℃のポリマーであることが、蒸着結晶
と支持体との膜付の点で好ましい。この観点からは、特にアクリル系樹脂、ポリエステル
樹脂であることが好ましい。
【００６７】
　下引層の調製に用いることができる溶剤としては、メタノール、エタノール、ｎ－プロ
パノール、ｎ－ブタノール等の低級アルコール、メチレンクロライド、エチレンクロライ
ド等の塩素原子含有炭化水素、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン
等のケトン、トルエン、ベンゼン、シクロヘキサン、シクロヘキサノン、キシレン等の芳
香族化合物、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル等の低級脂肪酸と低級アルコールとの
エステル、ジオキサン、エチレングリコールモノエチルエステル、エチレングリコールモ
ノメチルエステル等のエーテル及びそれらの混合物を挙げることができる。
【００６８】
　なお、本発明に係る下引層には、蛍光体（シンチレータ）が発光する光の散乱の防止し
、鮮鋭性等を向上させるために顔料や染料を含有させてもよい。
【００６９】
　（保護層）
　本発明に係る保護層は、種々の材料を用いて形成することができる。例えば、ＣＶＤ法
によりポリパラキシリレン膜を形成する。即ち、蛍光体（シンチレータ）及び支持体の表
面全体にポリパラキシリレン膜を形成し、保護層とすることができる。
【００７０】
　ポリパラキシリレン膜厚は２μｍ以上、２０μｍ以下が好ましく、受光素子と接着する
場合の接着剤層の厚みは１０μｍ以上、２８μｍ以下が好ましい。すなわち接着剤層の厚
みは接着力確保の観点から１０μｍ以上が好ましいが、ポリパラキシリレン膜厚と接着剤
層の厚みがトータルで３０μｍ以下とすることで、受光素子とシンチレータパネルとの間
隙でシンチレータからの発光の拡散が大きくなり、フラットパネルディテクタとしての鮮
鋭性が低下するのを防止できる。
【００７１】
　また、別の態様の保護層として、蛍光体層上にホットメルト樹脂も使用できる。ホット
メルト樹脂はシンチレータパネルと平面受光素子面との接着も兼ねることができる。ホッ
トメルト樹脂はポリオレフィン系、ポリエステル系またはポリアミド系樹脂を主成分もの
が好適であるがこれに限定されない。
【００７２】
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　本発明で言うホットメルト樹脂とは、水や溶剤を含まず室温で固体であり、不揮発性の
熱可塑性材料からなる接着性樹脂ある。樹脂温度が上昇すると溶融し、樹脂温度が低下す
ると固化する。また加熱溶融状態で接着性が有り、常温で固体状態となり接着性を持たな
いものである。光透過性の点から、ポリオレフィン系樹脂がより好ましい。
【００７３】
　またホットメルト樹脂の溶融開始温度は、６０℃以上、１５０℃以下が好ましい。ＴＦ
Ｔ等の平面受光素子面は連続使用で表面温度が６０℃程度になることがあり、６０℃以上
の溶融開始温度は平面受光素子面とシンチレータパネルの接着剥がれを防止できる点で好
ましい。また平面受光素子面とシンチレータパネルの接着に際して１５０℃以下の加熱は
平面受光素子の損傷の発生を防止できる点で好ましい。ホットメルト樹脂の溶融開始温度
は可塑剤添加により調整可能である。
【００７４】
　ホットメルト樹脂による保護層の作製方法は、例えば以下に示す方法がある。
【００７５】
　剥離剤がコーテングされた剥離シートを準備し、ホットメルト樹脂をこの剥離シートに
塗設し、このホットメルト樹脂面をシンチレータパネルの蛍光体層面に配置し、加熱した
ローラーで加圧しながら張り合わせ、冷却後に剥離シートを取り除く。
【００７６】
　あるいは、上記ホットメルト樹脂が塗設されたシートを蛍光体層面に配置した後、これ
らの上下に樹脂フィルムを設置し減圧下で上下のフィルムの周縁部をシールし密封した後
、大気圧下で過熱する方法。
【００７７】
　後記の方法の樹脂フィルムとしてはシーラントフィルムとポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）のドライラミネートフィルム等が好適であり、蛍光体層全面に大気圧による均
一な接着圧が得られるため、より好ましい。
【００７８】
　また保護層の光透過率は、光電変換効率、蛍光体（シンチレータ）発光波長等を考慮し
、５５０ｎｍで７０％以上あることが好ましい。
【００７９】
　（支持体）
　本発明のシンチレータパネルは、（１）炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ：Ｃａｒ
ｂｏｎ　Ｆｉｂｅｒ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）、（２）カーボンボー
ド（木炭及び紙を炭化処理して固めたもの）、（３）カーボン支持体（グラファイト支持
体）、（４）プラスチック支持体、（５）ガラス支持体、（６）各種金属支持体、（７）
上記（１）～（６）の支持体を薄く形成し発泡樹脂でサンドイッチしたもの等、支持体と
して各種の材料を使用することができる。
【００８０】
　従来気相堆積法によるシンチレータパネル製造方法においては、その支持体が耐熱性を
要することから、剛直な支持体に蛍光体層を蒸着することが一般的であった。剛直な支持
体を用いる場合、厚さは０．３ｍｍ以上、１．０ｍｍ以下であることが好ましく、特にＸ
線吸収率の観点からＣＦＲＰ、アモルファスカーボン、Ａｌ、ＦＯＰを用いることが好ま
しい。また、光電変換を行うフォトダイオードを２次元状に配置して受光領域である光感
応部を形成しているＳｉ基板や、基板上に複数の走査線と複数の信号線によって区画され
た領域に光電変換を行うフォトダイオード、薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔ
ｒａｎｓｉｓｔｏｒ。以下、ＴＦＴという。）が設けられ、ＴＦＴのソース電極、ゲート
電極、ドレイン電極がフォトダイオード、走査線、信号線がそれぞれ接続されるように設
計されたガラス基板も可能である。
【００８１】
　本発明に使用する支持体としては各種の材料を使用することができるが、樹脂フィルム
の場合、セルロースアセテートフィルム、ポリエステルフィルム、ポリエチレンテレフタ
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レート（ＰＥＴ）フィルム、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィルム、ポリアミド
フィルム、ポリイミド（ＰＩ）フィルム、トリアセテートフィルム、ポリカーボネートフ
ィルム、炭素繊維強化樹脂シート等の樹脂フィルム（プラスチックフィルム）を用いるこ
とができる。特に、ポリイミドまたはポリエチレンナフタレートを含有する樹脂フィルム
が、ヨウ化セシウムを原材料として気相法にて蛍光体柱状結晶を形成する場合に、好適で
ある。
【００８２】
　なお、本発明に係る支持体としての樹脂フィルムは、厚さ５０～２５０μｍであり、更
に、可とう性を有することが好ましい。
【００８３】
　ここで、「可とう性を有する支持体」とは、１２０℃での弾性率（Ｅ１２０）が１００
０～６０００Ｎ／ｍｍ２である支持体をいい、かかる支持体としてポリイミドまたはポリ
エチレンナフタレートを含有する樹脂フィルムが好ましい。
【００８４】
　なお、「弾性率」とは、引張試験機を用い、ＪＩＳ　Ｃ　２３１８に準拠したサンプル
の標線が示すひずみと、それに対応する応力が直線的な関係を示す領域において、ひずみ
量に対する応力の傾きを求めたものである。これがヤング率と呼ばれる値であり、本発明
では、かかるヤング率を弾性率と定義する。
【００８５】
　本発明に用いられる支持体は、上記のように１２０℃での弾性率（Ｅ１２０）が１００
０～６０００Ｎ／ｍｍ２であることが好ましい。より好ましくは１２００～５０００Ｎ／
ｍｍ２である。
【００８６】
　具体的には、ポリエチレンナフタレート（Ｅ１２０＝４１００Ｎ／ｍｍ２）、ポリエチ
レンテレフタレート（Ｅ１２０＝１５００Ｎ／ｍｍ２）、ポリブチレンナフタレート（Ｅ
１２０＝１６００Ｎ／ｍｍ２）、ポリカーボネート（Ｅ１２０＝１７００Ｎ／ｍｍ２）、
シンジオタクチックポリスチレン（Ｅ１２０＝２２００Ｎ／ｍｍ２）、ポリイミド（Ｅ１
２０＝１２００Ｎ／ｍｍ２）、ポリエーテルイミド（Ｅ１２０＝１９００Ｎ／ｍｍ２）、
ポリアリレート（Ｅ１２０＝１７００Ｎ／ｍｍ２）、ポリスルホン（Ｅ１２０＝１８００
Ｎ／ｍｍ２）、ポリエーテルスルホン（Ｅ１２０＝１７００Ｎ／ｍｍ２）等からなる樹脂
フィルムが挙げられる。
【００８７】
　これらは単独で用いてもよく積層あるいは混合して用いてもよい。中でも、特に好まし
い樹脂フィルムとしては、上述のように、ポリイミドまたはポリエチレンナフタレートを
含有する樹脂フィルムが好ましい。
【００８８】
　なお、シンチレータパネルと平面受光素子面を貼り合せる際に、支持体の変形や蒸着時
の反り等の影響を受け、フラットパネルディテクタの受光面内で均一な画質特性が得られ
ないという点に関して、該支持体を、厚さ５０～５００μｍの樹脂フィルムとすることで
シンチレータパネルが平面受光素子面形状に合った形状に変形し、フラットパネルディテ
クタの受光面全体で均一な鮮鋭性が得られる。
【００８９】
　（フラットパネルディテクタの製造方法）
　本発明に関わる典型的なフラットパネルディテクタの製造方法について、図を参照しな
がら説明する。
【００９０】
　図１（ａ）は、フラットパネルディテクタ１の概略構成を示す斜視図である。シンチレ
ータパネル１２は接着層１３で受光素子１１に接着している。シンチレータパネルの支持
体１２１と蛍光体層１２２は同一のサイズとなっている。受光素子１１の信号取り出し部
１１１を除いた受光画素部全面とシンチレータパネル１２の蛍光体層１２２部分がカップ
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リングされている。図１（ａ）では、見易いように蛍光体層１２２の側面と支持体１２１
の一部から保護層１２３を除いたが、実際は図１（ｂ）のように、蛍光体層１２２の側面
と支持体１２１の一部には保護層１２３が形成されている。フラットパネルディテクタ全
体は筐体１４で密閉されている。
【００９１】
　図１（ｂ）は、本発明のシンチレータパネル１２の断面図であり、支持体１２１、反射
層１２１ａ、下引層１２１ｂ、蛍光体層１２２、及び保護層１２３の順に形成されている
。反射層１２１ａ、下引層１２１ｂはあることが好ましいが、なくてもよい。
【００９２】
　（シンチレータパネルの断裁方法）
　本発明に関わるシンチレータパネルの断裁方法の典型的例について、図を参照しながら
説明する。
【００９３】
　図２（ａ）は、保護層が形成されていないシンチレータパネル１２のレーザ断裁の例で
ある。
【００９４】
　レーザ断裁装置３は、箱型に形成されたパージ室３３を備えている。パージ室３３は、
外部の空間中に浮遊する塵等が内部に侵入しないように、内部がほぼ密閉された空間とな
っている。なお、パージ室３３内は、低湿環境であることが好ましい。また、パージ室２
の上面には、レーザ光を透過させる透光窓３４が設けられている。また塵等の浮遊物をパ
ージ室３３の外に導く排出管３４が設けられている。
【００９５】
　レーザ断裁装置３の支持台３２上にシンチレータパネル１２の蛍光体層１２２側を下面
として載置して、該支持台３２上にシンチレータパネル１２を吸着保持する。従って、シ
ンチレータパネル１２は、蛍光体層１２２を下側にして保持される。
【００９６】
　支持台３２上に載置されたシンチレータパネル１２は、支持台移動手段（図示しない）
によってレーザ発生装置３１のレーザ照射部直下に位置付けられる。レーザ発生装置３１
から出射し、該レーザ光をシンチレータパネル１２に対して照射する。照射条件はＹＡＧ
－ＵＶ（イットリウム・アルミニウム・ガーネット結晶：波長２６６ｎｍ）、周波数５０
００Ｈｚでビーム径２０μｍのパルスレーザ光、出力３００ｍＷである。支持台移動手段
（図示しない）によって、シンチレータパネル１２を移動することで断裁する。
【００９７】
　図２（ｂ）はレーザ断裁によって切り出された複数のシンチレータパネルの例である。
Ｓはレーザ断裁部分である。シンチレータパネル１２から１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２
ｄ、１２ｅ、１２ｆが切り出されている。
【００９８】
　（シンチレータパネルの蒸着方法）
　本発明に関わるシンチレータパネルの蒸着方法の典型的例について、図を参照しながら
説明する。
【００９９】
　〈蒸着装置〉
　図３に示す通り、蒸着装置９６１は箱状の真空容器９６２を有しており、真空容器９６
２の内部には真空蒸着用のボート９６３が配されている。ボート９６３は蒸着源の被充填
部材であり、当該ボート９６３には電極が接続されている。当該電極を通じてボート９６
３に電流が流れると、ボート９６３がジュール熱で発熱するようになっている。放射線用
シンチレータパネル１２の製造時においては、ヨウ化セシウムと賦活剤化合物とを含む混
合物がボート９６３に充填され、そのボート９６３に電流が流れることで、上記混合物を
加熱・蒸発させることができるようになっている。
【０１００】
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　なお、被充填部材として、ヒータを巻回したアルミナ製のるつぼを適用してもよいし、
高融点金属製のヒータを適用してもよい。
【０１０１】
　真空容器９６２の内部であってボート９６３の直上には支持体１２１を保持するホルダ
６４が配されている。ホルダ９６４にはヒータ（図示略）が配されており、当該ヒータを
作動させることでホルダ９６４に装着した支持体１２１を加熱することができるようにな
っている。支持体１２１を加熱した場合には、支持体１２１の表面の吸着物を離脱・除去
したり、支持体１２１とその表面に形成される蛍光体層１２２との間に不純物層が形成さ
れるのを防止したり、支持体１２１とその表面に形成される蛍光体層１２２との密着性を
強化したり、支持体１２１の表面に形成される蛍光体層２の膜質の調整を行なったりする
ことができるようになっている。
【０１０２】
　ホルダ９６４には当該ホルダ９６４を回転させる回転機構９６５が配されている。回転
機構９６５は、ホルダ６４に接続された回転軸６５ａとその駆動源となるモータ（図示略
）から構成されたもので、当該モータを駆動させると、回転軸９６５ａが回転してホルダ
９６４をボート９６３に対向させた状態で回転させることができるようになっている。
【０１０３】
　蒸着装置９６１では、上記構成の他に、真空容器９６２に真空ポンプ９６６が配されて
いる。真空ポンプ９６６は、真空容器９６２の内部の排気と真空容器９６２の内部へのガ
スの導入とをおこなうもので、当該真空ポンプ９６６を作動させることにより、真空容器
９６２の内部を一定圧力のガス雰囲気下に維持することができるようになっている。
【０１０４】
　〈ＣＶＤ装置〉
　図４はシンチレータパネル１２の蛍光体層１２２表面にポリパラキシリレン膜からなる
保護層を形成する例である。
【０１０５】
　ＣＶＤ蒸着装置５は、ポリパラキシリレンの原料であるジパラキシリレンを挿入し気化
させる気化室５１、気化したジパラキシリレンを加熱昇温してラジカル化する熱分解室５
２、ラジカル化された状態のジパラキシリレンをシンチレータが形成された支持体１２１
に蒸着させる蒸着室５３、防臭、冷却を行う冷却室５４及び真空ポンプを有する排気系５
５を備えて構成されている。ここで、蒸着室５３は、図４に示すように熱分解室５２にお
いてラジカル化されたポリパラキシリレンを導入する導入口５３ａ及び余分なポリパラキ
シリレンを排出する排出口５３ｂを有すると共に、ポリパラキシリレン膜の蒸着を行う試
料を支持するターンテーブル（蒸着台）５３ｃを有する。
【０１０６】
　蒸着室５３のターンテーブル５３ｃ上にシンチレータパネル１２の蛍光体層１２２を上
向きにして設置する。次に、気化室５１において１７５℃に加熱して気化させ、熱分解室
５２において６９０℃に加熱昇温してラジカル化したジパラキシリレンを、導入口５３ａ
から蒸着室３に導入して、蛍光体層１２２の保護層（ポリパラキシリレン膜）１２３を１
０μｍの厚さで蒸着する。この場合に、蒸着室５３内は真空度１３Ｐａに維持されている
。また、ターンテーブル５３ｃは、４ｒｐｍの速度で回転させている。また、余分なポリ
パラキシリレンは、排出口５３ｂから排出され、防臭、冷却を行う冷却室５４及び真空ポ
ンプを有する排気系５５に導かれる。
【０１０７】
　〈シンチレータパネル〉
　次に、本発明に係るシンチレータパネルの作製方法について説明する。
【０１０８】
　当該放射線用シンチレータパネル１２の作製方法においては、上記で説明した図３の蒸
発装置９６１を好適に用いることができる。蒸発装置９６１を用いて放射線用シンチレー
タパネル１２を作製する方法について説明する。
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【０１０９】
　《反射層の形成》
　用いる支持体によって、適した位置に反射層としての金属薄膜（Ａｌ膜、Ａｇ膜等）を
スパッタ法により形成する。樹脂フィルムを支持体として使用する場合、樹脂フィルム上
にＡｌ膜をスパッタ蒸着したフィルムは、各種の品種が市場で流通しており、これらを本
発明の支持体１２１として使用することも可能である。
【０１１０】
　《下引層の形成》
　下引層１２３は、有機溶剤に高分子結合材を分散・溶解した組成物を塗布、乾燥して形
成する。高分子結合材としては接着性、反射層の耐腐食性の観点でアクリル樹脂、ポリエ
ステル樹脂、ポリウレタン樹脂等の樹脂が好ましい。
【０１１１】
　《蛍光体層の形成》
　上記のように反射層と下引層を設けた支持体１２１をホルダ９６４に取り付けるととも
に、複数個（図示しない）のボート９６３にヨウ化セシウムとヨウ化タリウムとを含む粉
末状の混合物を充填する（準備工程）。このボート内のヨウ化セシウム及びヨウ化タリウ
ムの混合物比は全てのボートで同じでも、２系統以上あってもよい。ボート９６３と支持
体１２１との間隔を１００～１５００ｍｍに設定し、その設定値の範囲内のままで後述の
蒸着工程の処理をおこなう。より好ましくはボート９６３と支持体１２１との間隔を４０
０ｍｍ以上、１５００ｍｍ以下とし、複数個のボート９６３を同時に加熱し蒸着を行う。
【０１１２】
　準備工程の処理を終えたら、真空ポンプ９６６を作動させて真空容器９６２の内部を排
気し、真空容器９６２の内部を０．１Ｐａ以下の真空雰囲気下にする（真空雰囲気形成工
程）。ここでいう「真空雰囲気下」とは、１００Ｐａ以下の圧力雰囲気下のことを意味し
、０．１Ｐａ以下の圧力雰囲気下であるのが好適である。
【０１１３】
　次にアルゴン等の不活性ガスを真空容器９６２の内部に導入し、当該真空容器９６２の
内部を０．００１～５Ｐａ、より好ましくは０．０１～２Ｐａの真空雰囲気下に維持する
。その後、ホルダ９６４のヒータと回転機構９６５のモータとを駆動させ、ホルダ９６４
に取付け済みの支持体１２１をボート９６３に対向させた状態で加熱しながら回転させる
。蛍光体層が形成される支持体１２１の温度は、蒸着開始時は室温２５～５０℃に設定す
ることが好ましく、蒸着中は１００～３００℃、より好ましくは１５０～２５０℃に設定
することが好ましい。
【０１１４】
　この状態において、電極からボート９６３に電流を流し、ヨウ化セシウムとヨウ化タリ
ウムとを含む混合物を７００℃程度で所定時間加熱してその混合物を蒸発させる。その結
果、支持体１２１の表面に無数の柱状結晶体が順次成長して所望の厚さの結晶が得られる
（蒸着工程）。この後、ヨウ化セシウムが蒸着された支持体を取り出し、粘着ローラーに
より蛍光体表面をクリーニングする。また、必要に応じて、アニーリング等による活性化
処理を行う。
【０１１５】
　なお、上記記載事項は、本発明の主旨を逸脱しない範囲において種々の改良及び設計変
更を行ってもよい。
【０１１６】
　一の改良・設計変更事項として、上記蒸着工程では抵抗加熱法による処理としたが、当
該各工程の処理は電子ビームによる処理であってもよいし、高周波誘導による処理でもよ
い。本実施形態では、比較的簡単な構成で取り扱いが容易、安価、かつ、非常に多くの物
質に適用可能である点から、上記の通り、抵抗加熱法による加熱処理を適用するのが好ま
しい。抵抗加熱法による加熱処理を実行すると、同一のボート９６３において、ヨウ化セ
シウムとヨウ化タリウムとの混合物の加熱処理と蒸着処理という両処理を両立することが
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できる。
【０１１７】
　他の改良・設計変更事項として、蒸着装置９６１のボート９６３とホルダ９６４との間
に、ボート９６３からホルダ９６４に至る空間部を遮断するシャッタ（図示略）を配して
もよい。この場合、当該シャッタによってボート９６３上の混合物の表面に付着した目的
物以外の物質が蒸着工程の初期段階で蒸発し、その物質が支持体１２１に付着するのを防
止することができ、蒸着初期に発生する異物による柱状結晶の異常成長を防止できる。
【０１１８】
　また、これらの蒸着異物による異常成長等の部位をなくし、受光素子との密着性を向上
させるために、平坦化処理を実施することが好ましい。平坦化処理とは圧力や熱を伴う圧
力、切削や研磨、充填等の蛍光体柱状結晶構造を破壊しない程度にどのような手段を使っ
てもよいが、蛍光体層表面の均一化のために剛直な板でシンチレータパネルを挟み大気圧
程度の圧力で熱処理を行うのが好ましい。
【０１１９】
　ここでは支持体として樹脂を用いて蛍光体を蒸着する例を挙げたが、ＦＯＰやアモルフ
ァスカーボン、受光素子となるフォトダイオード形成後のＴＦＴガラス基板、及びレーザ
ダイシング前のシリコンウェハ等が支持体となっても同様に蒸着することが可能であり、
必要に応じて蒸着ホルダを変更したりマスキングを実施したりすることが可能である。
【０１２０】
　《シンチレータパネルの断裁》
　支持体がガラスやシリコンの場合はレーザダイシング装置での断裁もできる。また支持
体が樹脂フィルムの場合は図２（ａ）に示したレーザ断裁装置を使用することが好ましい
　レーザ処理により断裁したシンチレータプレートは、支持体ほぼ全域に蛍光体層が形成
されており、断裁した後に支持体上に蛍光体層を形成する場合に比較し、画像有効領域が
広く好ましいが、その反面、保護層形成をはじめとするその後の各プロセスにおけるハン
ドリングが難しくなる。そこで断裁終了後のシンチレータプレートにハンドリング用の保
持部材を使用することが好ましい。この保持部材は真空吸引、静電吸引といった半導体を
持ち運ぶために一般的に使用される機器でもよく、また、粘着もしくは接着により固定さ
れ、各工程終了後、梱包前に熱、ＵＶ、冷却、超音波等の処理により簡単に剥離できるよ
うなシートを用いてもよい。また、剛直で大面積の平板にこのようなシートをシンチレー
タパネルの断裁形状に両面テープで貼り付けておけば、小サイズで数量の多い品種でも断
裁後のピックアップや保護層形成といったその後の工程をまとめて行うことができ、生産
プロセスの時間短縮につながり、有用である。
【０１２１】
　《保護層の形成》
　図４に示したＣＶＤ装置にてポリパラキシリレンからなる保護層１２３、あるいは剥離
剤がコーテングされた剥離シートに、ホットメルト樹脂を塗設後、ホットメルト樹脂面を
シンチレータパネルの蛍光体層面に配置し、１２０℃に加熱したローラーで加圧しながら
張り合わせることで保護層１２３を形成する。受光素子面との接着に接着剤を使用する場
合は保護層と接着剤層の厚みのトータルが３０μｍ以下になるように保護層の厚みを調整
する。
【０１２２】
　《シンチレータパネルと受光素子の接着》
　シンチレータパネル１２と受光素子１１を接着剤で張り合わせる場合、接着にあたって
は接着剤が固化するまで１０～５００ｆｇ／ｃｍ２（０．９８～４９ｋＰａ）の圧力で加
圧する。加圧により接着剤層から気泡が除去される。保護層１２３としてホットメルト樹
脂を使用した場合は１０～５００ｆｇ／ｃｍ２（０．９８～４９ｋＰａ）の圧力で加圧し
ながら、ホットメルト樹脂の溶融開始温度より１０℃程度高い温度まで加熱し１～２時間
静置後、徐々に冷却する。急冷するとホットメルト樹脂の収縮応力により受光素子の画素
にダメージかある。好ましくは２０℃／ｈ以下の速度で５０℃以下まで冷却する。
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【０１２３】
　接着剤１２３としては、例えば、アクリル系、エポキシ系、シリコン系等の常温硬化型
の接着剤が使用できる。特に弾力性を有する接着樹脂としてはゴム系の接着剤が使用しで
きる。
【０１２４】
　ゴム系の接着剤の樹脂としては、スチレン－イソプレン－スチレン等のブロックコポリ
マー系や、ポリブタジエン、ポリブチレン等の合成ゴム系接着剤、及び天然ゴム等を使用
できる。市販されているゴム系接着剤の例としては一液型ＲＴＶゴムＫＥ４２０（信越化
学工業社製）等が好適に使用される。
【０１２５】
　シリコン接着剤としては、過酸化物架橋タイプや付加縮合タイプを単体または混合で使
用してもよい。さらにアクリル系やゴム系粘着剤と混合して使用することもできるし、ア
クリル系接着剤のポリマー主鎖や側鎖にシリコン成分をペンダントした接着剤を使用して
もよい。
【０１２６】
　接着剤としてアクリル系樹脂を用いる場合は、単量体成分として炭素数１～１４のアル
キル側鎖を有するアクリル酸エステルを含有するラジカル重合性モノマーを反応させた樹
脂を用いることが好ましい。また、単量体成分として、側鎖に水酸基、カルボキシル基、
アミノ基等の極性基を有する、アクリル酸エステルやその他のビニル系単量体を添加する
のが好ましい。
【０１２７】
　またシンチレータパネル１２と受光素子１１には粘着性を有する光学グリース等も使用
できる。透明性が高く粘着性があれば公知のいかなるものも使用できる。市販されている
光学グリースの例としてはシリコンオイル　ＫＦ９６Ｈ（１００万ＣＳ：信越化学工業社
製）等が好適に使用される。
【実施例】
【０１２８】
　以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されない。
【０１２９】
　実施例
　〔フラットパネルディテクタの作製〕
　（反射層、下引き層付き支持体の作製）
　６００×６００ｍｍサイズの表１に示す支持体に銀をスパッタして反射層（０．１０μ
ｍ）を形成し、下記処方をビーズミルにて１５時間分散し、下引き塗設用の塗布液を得た
。
【０１３０】
　（下引層の作製）
　バイロン２０ＳＳ（東洋紡社製：高分子ポリエステル樹脂）　　　　　　３００質量部
　メチルエチルケトン（ＭＥＫ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００質量部
　トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００質量部
　シクロヘキサノン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５０質量部
　この塗布液を上記支持体の反射層側に乾燥層厚が１．０μｍになるようにスピンコータ
ーで塗布した後、１００℃で８時間乾燥することで下引き層を作製した。
【０１３１】
　（蛍光体層の形成）
　支持体の下引き層側に蛍光体１（ＣｓＩのみ）及び蛍光体２（ＣｓＩ：０．０３Ｔｌｍ
ｏｌ％）を、蒸着装置を使用して蒸着させて蛍光体層を形成した。ボート９６３とホルダ
９６４との間にシャッタ（図示略）を配し、蒸着開始時に目的物以外の物質が蛍光体層に
付着するのを防止した。
【０１３２】
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　すなわち、まず、支持体回転機構を備えた支持体ホルダに支持体を設置した。次に上記
蛍光体材料を蒸着材料として蒸発源るつぼに充填し、蒸発源るつぼを真空容器の内部の底
面付近であって、支持体に垂直な中心線を中心とした円の円周上に配置した。このとき、
支持体と蒸発源との間隔を５００ｍｍに調節すると共に、支持体に垂直な中心線と蒸発源
との間隔を３００ｍｍに調節した。
【０１３３】
　続いて蒸着装置内を一旦排気し、Ａｒガスを導入して０．５Ｐａに真空度を調整した後
、１０ｒｐｍの速度で支持体を回転させながら支持体の温度を３０℃に保持した。次いで
抵抗加熱によりるつぼ内を所定の温度に上昇させて蛍光体１を蒸着開始したのち支持体（
基板）温度を２００℃まで上昇させ、次いで蛍光体２を蒸着し、蛍光体層の膜厚が２００
μｍとなったところで蒸着を終了させた。次に支持体面及び蛍光体面にコーニング製ガラ
ス（ＥＡＧＬＥ２０００もしくはＥＡＧＬＥ　ＸＧ）、を重ね合わせた状態で密封可能な
袋に真空封入し、大気圧をかけた状態で、１００℃、２時間の条件で熱処理を行い、シン
チレータパネルを得た。
【０１３４】
　　（断裁）
　得られたシンチレータパネルを図２（ａ）に示したレーザ断裁装置（ＹＡＧ－ＵＶ）の
支持台上に支持体（支持体に対し蛍光体層非形成面）を上にしてシンチレータパネルを設
置し、２４．７ｍｍ×４９．３ｍｍのサイズに断裁し、複数のシンチレータパネルを形成
した後、感圧粘着熱剥離材料を２４．７ｍｍ×４９．３ｍｍ以下のサイズに形成しポリカ
ーボネートに配置したものを圧着し、断裁したシンチレータパネルをピックアップし、保
護層形成工程へと移動した。
【０１３５】
　ただし、シンチレータパネル８については、図２（ａ）に示したレーザ断裁装置（ＹＡ
Ｇ－ＵＶ）の支持台上に蛍光体層を上にしてシンチレータパネルを設置して断裁した。
【０１３６】
　（保護膜の作製）
　上記複数のシンチレータパネルを配置したポリカーボネートをＣＶＤ装置の蒸着室に入
れ、ポリパラキシリレンの原料が昇華した蒸気中に露出させておくことにより、シンチレ
ータパネル、及びポリカーボネートが１０μｍの厚さのポリパラキシリレン膜が形成され
、その後１００℃雰囲気化で１０分置き、熱剥離材料付きポリカーボネートを剥離し、複
数のシンチレータパネルを得た。
【０１３７】
　（受光素子との接合）
　ＣＭＯＳを有する有効画像領域の受光素子（Ｒａｄ－ｉｃｏｎ社製　Ｒａｄ　Ｅｙｅ　
１／画素サイズ４８μｍ）を使用した。表１のサンプルについてシンチレータパネルの蛍
光体層側と光電変換素子を対向させた状態で圧力調整用のスポンジシートをシンチレータ
パネルの基板の上に置き、筺体の蓋及びねじ止めをして３０ｆｇ／ｃｍ２の圧力で受光素
子とカップリングさせた。
【０１３８】
　またＣＭＯＳ面との接着には、下記組成のアクリル系接着剤を作製した。なお本組成の
接着剤組成物は再剥離性が高く、加熱圧着までは容易に位置変更が可能である。
【０１３９】
　下記（Ａ）の固形分比の混合物１００質量部に対し、芳香族系イソシアネート化合物（
Ｂ）を１質量部添加した。さらにジオクチル錫ジラウレートを固形分に対して６０ｐｐｍ
添加し、酢酸エチルで希釈して固形分３０％の接着剤組成物を得た。
【０１４０】
　（Ａ）
　２－エチルヘキシルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０質量部
　ブチルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
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　スチレン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９質量部
　２－ヒドロキシエチルメタクリレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　３質量部
　（Ｂ）
　トリレンジイソシアネート・トリメチロールプロパンアダクト体（商品名；コロネート
Ｌ　日本ポリウレタン（株）製）
　上記接着剤をシンチレータパネル１２の保護層１２３側に１０μｍの厚さになるように
塗設し乾燥した後、シンチレータパネルとＣＭＯＳ部の位置を実体顕微鏡にて確認しなが
ら両者を完全に一致させた。その後１００ｆｇ／ｃｍ２の圧力で加圧しながら、７０℃の
環境で９０分間加熱後、徐冷することでシンチレータパネル１２と受光素子１１をカップ
リングした。
【０１４１】
　次に受光素子（Ｒａｄ　Ｅｙｅ　１）のコネクタ部に信号取り出しのケーブルを接続し
、フラットパネルディテクタを得た。
【０１４２】
　〔フラットパネルディテクタの評価〕
　得られたフラットパネルディテクタのシンチレータパネル部分のレーザ処理変質領域及
び耐湿性を以下に示す方法で評価した。
【０１４３】
　（レーザ処理変質領域の測定方法）
　保護層を被覆する前のシンチレータパネルにおいて、蛍光体層のレーザ共焦点顕微鏡に
よる側面観察を実施し、画像処理ソフトによって、蛍光体側面の面積に対するレーザ処理
による変質領域面積を計算した。
【０１４４】
　（耐湿性の評価）
　鉛製のＭＴＦチャートを通して管電圧８０ｋＶｐのＸ線をフラットパネルディテクタの
裏面からに照射し、画像データを検出しハードディスクに記録した。その後、ハードディ
スク上の記録をコンピュータで分析して当該ハードディスクに記録されたＸ線像の初期の
ＭＴＦ（変調伝達関数、空間周波数１サイクル／ｍｍにおけるＭＴＦ値）を求めた。次に
、試料を６５℃、８５％、３日保存し、保存後同様の撮影を行い、初期のＭＴＦと比較し
た。保存後のＭＴＦが初期のＭＴＦの８０％より大きければ使用可能である。なお、ＭＴ
Ｆの比の計算には１ｃｙｃｌｅ／ｍｍの値を用いた。
【０１４５】
　評価の結果を表１に示す。
【０１４６】
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【表１】

【０１４７】
　表１より、断裁処理により生じた変質領域が柱状結晶側面全領域の０％以上、４０％以
下である本発明のシンチレータパネルは、耐湿性に優れていることが分かる。これは、レ
ーザ断裁処理により生じた柱状結晶側面の変質領域が小さいため、蛍光体層を形成した時
の蛍光体層側面の粗さが維持され、保護層の膜付きが改良されたものと考えられる。従来
の蛍光体層側からレーザを用いて断裁した場合は、レーザは蛍光体層の先の支持体にまで
到達させることが必要で、変質領域を狭くできなかった。
【０１４８】
　また、本発明のシンチレータパネルの製造方法で得られたシンチレータパネルは、大面
積の支持体上に蛍光体層を形成した後に、レーザ処理によって所定のサイズに断裁され、
レーザ処理により支持体の端部表面に蛍光体層が形成されていない領域、即ち蛍光体層の
欠損部が小さいので、大面積の支持体を小サイズに断裁した後に、小サイズの支持体上に
蛍光体層を形成する場合に比較し、画像有効領域を広くすることができる。
【符号の説明】
【０１４９】
　１　フラットパネルディテクタ
　１１　平面受光素子
　１２　シンチレータパネル
　１３　接着層
　１４　筐体
　３１　レーザ断裁装置
　３２　支持台
　３３　パージ室
　３４　排出管
　３５　透光窓
　６１　レーザ光源
　６２　エキスパンダ
　６３　マスク
　６４　制御部
　６６　ガルバノスキャナ
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　６７　ｆθレンズ
　６８　蛍光体プレート
　６９　ＸＹステージ
　１１１　信号取り出し部
　１２１　支持体
　１２２　蛍光体層
　１２３　保護層
　９６１　蒸着装置
　９６２　真空容器
　９６３　ボート
　９６４　ホルダ
　９６５　回転機構
　９６６　真空ポンプ
　Ｓ　レーザ断裁部分

【図１】 【図２】
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